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『過労死防止学会誌』 投稿規定 

第１条（投稿資格）投稿者は原則として本学会の会員とする。 

 ただし、常任幹事会及び編集委員会が依頼もしくは承認した場合は除く。 

第２条（原稿の種類）投稿原稿は本学会の目的に即したテーマで、原則として、日本語で書かれた、

研究論文、研究ノート、書評などの未公刊の論文とする。 なお、他の学術雑誌等との重複投稿

は認めない。 

第３条（著作権）掲載された論文の著作権は、過労死防止学会に帰属する。掲載された論文等の著

者は、その論文等を電子化してウェブサイト上で公開することに同意する。なお、本誌に掲載さ

れた論文等を執筆者が他の出版物に転用する場合は、予め文書によって代表幹事の了承を

得なければならない。 

第４条（書式と字数）原稿は、原則として、横書き和文とする。字数は、本文・注・図表・文献リストを含

めて、研究論文 《A４版１頁当たり1200 字で》 13頁以内、研究ノート 《同》 9頁以内、書評・その

他 《同》 5頁以内とする。 

第５条（原稿の締切）投稿原稿の締切は、常任幹事会及び編集委員会が決めた日とする。 

第６条（採否の決定）投稿原稿の『過労死防止学会誌』掲載の最終決定については、常任幹事会な

いしは編集委員会が所定の審査を経て決定する。  

第７条（原稿の返却）投稿原稿は採否に関わりなく返却しない。  

第８条（原稿料）原稿料は支払わない。  

第９条（改定） 本規定は、幹事会の承認を得て改定することができる。  

（制定・施行期日）この規定は、２０２０年１０月１日から制定・施行する。 


